
管内における延べ宿泊者数の推移（平成26年1月～令和3年12月）

(宿泊者の延べ人数：単位万人）

'14(平26) '15(平27) '16(平28) '17(平29) '18(平30） '19(令１） '20(令2） '21（令3） '22（令4）

茨 城 県 542 580 567 561 589 629 434 429 527

栃 木 県 961 1,017 1,032 1,022 946 955 647 694 932

群 馬 県 843 907 873 875 830 864 563 510 710

埼 玉 県 395 436 445 459 491 543 348 347 464

千 葉 県 2,139 2,246 2,156 2,463 2,558 2,922 1,413 1,408 2,280

東 京 都 5,428 5,955 5,720 5,994 6,610 7,898 3,776 3,823 5,904

神 奈 川 県 1,750 1,896 1,920 2,075 2,302 2,388 1,512 1,481 2,209

山 梨 県 755 854 839 802 861 907 436 460 840

合 計 12,497 12,813 13,892 13,552 15,187 17,106 9,129 9,152 13,866

　　　　　（平成27年4月分調査より、調査周期を「四半期ごと」から「毎月」に変更。）

       ２．数値は従業員9人以下を含む宿泊施設総数の値。

 　　 ３．平成29、30年度、令和元、2年度については確定値。（平成28年度までは速報値）

○資料：観光庁「宿泊旅行統計調査報告書」

（注）１．宿泊統計調査は、統計法に基づく全国統一基準の統計として、平成19年3月より四半期ごとに実施。
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